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法令違反等
の概要

１． 　安全統括管理者は、安全管理規程第17条に基づき、海上運送法をはじめ、関係法令の
遵守と安全最優先の原則を徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。

２． 　運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航の管理及び輸送の安全に関
する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施を図ること。

３． 　安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第17条及び第18条に基づく自らの責
務を再認識するとともに、事案の再発防止のため、同規程第49条に基づき、運航管理補助
者等に対し、関係法令、安全管理規程及びその他輸送の安全を確保するために必要と認
められる事項として、特に航海中の航海機器の適切な使用方法について、理解しやすい具
体的な安全教育を速やかに実施し、その周知徹底を図るとともに、運航管理者は、同規程
第51条に基づき、その概要を記録簿に記録すること。

４． 　運航管理者は、安全管理規程第40条に基づき、陸上施設点検簿に基づいて、毎日１回
以上、各港の係留施設等の点検を実施し、記録すること。

５． 　運航管理者は、安全管理規程第47条及び事故処理基準第４条に基づき、事故の発生を
知ったときは、速やかに関係運輸局等及び海上保安官署にその概要及び事故処理の状
況を報告し助言を求めること。

６． 　安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第49条に基づき、運航管理補助者
等に対し、関係法令、安全管理規程及びその他輸送の安全を確保するために必要と認め
られる事項について、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その周知徹底を
図るとともに、運航管理者は、同規程第51条に基づき、その概要を記録簿に記録すること。

７． 　安全統括管理者は、安全管理規程第53条に基づき、安全管理規程など、輸送の安全に
かかわる情報を船内掲示等の適宜の方法により公表すること。

指導の内容

令和６年４月30日までに以下の改善措置を文書により報告すること。

令和５年１月４日

宿輪　良雄

五島（３号）

令和６年３月28日

　令和５年１月４日に、宿輪　良雄が経営する旅客不定期航路事業において運航する「五島（３
号）」が、長崎県五島市福江港に入港し、同港２号桟橋へ着桟するため港内を徐行運航していた
ところ、同港堤防に衝突し、本船船首部の損傷及び乗客４名が負傷した。
　この事故を受けて、当局が、同年３月17日に、海上運送法第25条第１項に基づく検査を実施し
たところ、安全統括管理者兼運航管理者である船長が法令遵守と安全最優先の原則を徹底して
いない等の安全管理規程違反が確認された。


